
審 議 会 等 一 覧

（１）法令によるもの 平成２６年４月１日現在

所管課 名 称 概 要 委員数

地域福 島根県社会福祉審議会 ○社会福祉法第７条第２項並びに第１２条第１項の ５０人

祉課 ・民生委員審査、身体障がい者 規定による社会福祉に関する事項の調査審議、関 （臨時

福祉、知的障がい者福祉、老 係行政機関に対する意見の具申等に関する事務 委員２

人福祉、児童福祉、地域福祉 ８名を

の各専門分科会 含む）

・審査部会、健全育成部会、児

童処遇部会、母子保健部会

医療政 島根県医療審議会 ○医療法第７１条の２に基づき設置。医療法に規定 ２２人

策課 ・施設整備、医療法人、感染症 された調査審議及び知事の諮問に応じた県の医療 (専門委

の各部会 提供体制の確保に係る重要事項の調査審議に関す 員１人

る事務 含む)

島根県地域医療支援会議 ○医療法第３０条の１２第１項の規定に基づき設 ２８人

置。県内の中山間地、離島等のへき地医療対策、

及び地域の医療機能の確保をより総合的・体系的

に推進するための施策の企画調整、進行管理、評

価に関する事務

島根県准看護師試験委員 ○保健師助産師看護師法第２５条に基づく准看護師 １４人

試験合格者の決定その他准看護師試験に関する事

務及び同法第１５条に基づく准看護師の処分等に

関する事務

健康推 島根県国民健康保険審査会 ○国民健康保険法第９２条に基づき設置。保険給付 ９人

進課 や保険料賦課など国民健康保険制度に関する保険

者の処分に対する不服審査請求の審理事務

島根県後期高齢者医療審査会 ○高齢者の医療の確保に関する法律第１２９条に基 ９人

づき設置。保険給付や保険料賦課など後期高齢者

医療制度に関する保険者の処分に対する不服審査

請求の審理事務

高齢者 島根県介護保険審査会 ○介護保険法第１８４条に基づき設置され、要介護 ２１人

福祉課 認定など介護保険に関する保険者の処分に対する

審査請求の審理事務

青少年 島根県子ども・子育て支援推進 ○子ども・子育て支援法第７７条第４項の規定に基 １６人

家庭課 会議 づき設置。地域のニーズを踏まえた「子ども・子

育て支援事業支援計画」の策定に関する事務

障がい 島根県障がい者施策審議会 ○障害者基本法第３６条第１項の規定による障がい １４人

福祉課 者に関する施策の総合的かつ計画的な推進につい

て必要な調査審議及び施策の推進について必要な

関係行政機関相互の連絡調整に関する事務

島根県障害者介護給付費等不服 ○島根県介護給付費等不服審査会条例に基づく、市 １０人

審査会 町村の介護給付費等に係る処分に不服がある障が

い者又は障がい児の保護者が、県知事に対して行

う審査請求の審理事務



所管課 名 称 概 要 委員数

障がい 島根県精神保健福祉審議会 ○島根県精神保健福祉審議会条例に基づく精神保健 １０人

福祉課 及び精神障がい者の福祉に関する事項の審議及び

知事への意見具申に関する事務

島根県精神医療審査会 ○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第３８ ２３人

条の３第２項の規定による措置入院者等に係る入

院の要否の審査、第３８条の５第２項の規定によ

る精神科病院に入院中の者等からの請求に係る入

院の必要性等についての審査に係る事務

薬事衛 島根県自然環境保全審議会温泉 ○都道府県知事が、温泉法第３２条の規定に基づき、 １０人

生課 部会 温泉をゆう出させるための土地の掘削の許可、増

掘及び動力装置の許可等を行うに際しての意見の

審議に係る事務

島根県生活衛生適正化審議会 ○生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関す 上限

る法律の規定による事項（適正化規定の認可の処 １０人

分等）に関する事務。物価統制令第４条の規定に

よる統制額の指定に係る事項（一般公衆浴場の入

浴料金）の調査審議に関する事務

島根県感染症診査協議会 ○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関 ４０人

する法律第２４条の規定に基づき各保健所に感染

症の診査に関する協議会を設置（２以上の保健所

について１の協議会を置くことが出来る）し、就

業制限、入院勧告、入院期間の延長及び結核患者

の医療に関する事項の審査（３保健所に設置）

島根県公害健康被害認定審査会 ○公害健康被害の補償等に関する法律第４４条の規 １０人

定に基づき公害健康被害認定審査会を設置し、指

定疾病の認定、補償給付に関する審査

（２）条例によるもの

所管課 名 称 概 要 委員数

障がい 島根県ひとにやさしいまちづく ○島根県ひとにやさしいまちづくり条例に基づくひ ９人

福祉課 り審議会 とにやさしいまちづくりに関する施策の総合的な

推進に関し、必要な重要事項の調査審議に関する

事務


